
ハローワーク築館管内の求人・求職者の動向

◆１月の有効求人倍率は２.１９倍
◆月間有効求人数は1,８６８人、月間有効求職者数は８５４人

・新規求人数は６９２人と、前月に比べ４．６％減少し、対前年同月比では１２．７％増加しました。
・新規求人の主な産業別では対前年同月に比べて増加した業種は、サービス業８９．５％、医療・福祉３
２．３％、運輸業１３．０％、建設業９．２％、製造業４．９％で、減少したのは宿泊業・飲食サービス
業３９．０％、生活関連サービス業・娯楽業１９．０％で、卸売・小売業は同数でした。
・新規求職申込件数は２１９人と、前月に比べ１６．５％増加し、対前年同月比では２２．１％減少しま
した。
・このため、１月の当所管内における雇用失業情勢は、月間有効求人数１，８６８人に対し、月間有効求
職者８５４人で、有効求人倍率は、２．１９倍でした。
　

労働市場の動き（１月内容）

月号 

29年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 30年1月 

有効求職者 942 968 1,032 1,069 1,041 1,012 955 967 938 898 877 856 854

有効求人数 1,769 1,786 1,728 1,627 1,701 1,693 1,682 1,677 1,801 1,869 1,837 1,854 1,868

求人倍率 1.88 1.85 1.67 1.52 1.63 1.67 1.76 1.73 1.92 2.08 2.09 2.17 2.19
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  ハローワークからのお知らせ 
 
 ○ 平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります 
 
 ○ 有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります 
 
  ～ 平成30年２月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合～ 

築館公共職業安定所     ＴＥＬ 0228－22－2531 
栗原市築館薬師２丁目２－１ ＦＡＸ 0228－22－6892  

３ 

平成３０年３月２日発行 



 「障害者が地域の一員として共に暮らし、共に働く」ことを当たり前にするため、すべての

事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 

 平成30年４月１日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害

者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。 

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主のみなさまへ 

・障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが職業を通して社会
参加できる「共生社会」の実現につながります。 共生社会の実現 

・障害者の「できること」に目を向け、活躍の場を提供することで、
企業にとっても貴重な労働力の確保につながります。 

労働力の確保 

生産性の向上 
・障害者がその能力を発揮できるよう職場環境を改善することで、
他の従業員にとっても安全で働きやすい職場環境が整えられます。 

事業主区分 
法定雇用率 

現 行 平成30年４月１日以降 

民間企業 2.0％ ⇒ 2.２％ 

国、地方公共団体等 2.3％ ⇒ 2.５％ 

都道府県等の教育委員会 2.2％ ⇒ 2.４％ 

※ 今回の変更に伴い、障害者雇用義務の民間企業の範囲が、従業員50人以上から45.5人以上に変わります。 

精神障害者である短時間労働者であって、 

精神障害者の職場定着を促進するため、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、

精神障害者である短時間労働者（※）に関する算定方法を、以下のように見直します。 

かつ、 

雇入れから３年以内の方 又は 

精神障害者保健福祉手帳取得から３年以内の方 
対象者 
1人につき 

※左記の条件を満たしていても対象に
ならない場合もあります。詳細は、
ハローワークにお尋ねください。 

雇用率算定方法 

0.5 →１ 

平成30年４月１日から 

障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わります 

平成35年3月31日までに、雇い入れられ、かつ、 

精神障害者保健福祉手帳を取得した方 

あわせて、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わります 

法定雇用率が、平成30年４月１日から以下のように変わります 

障害者の雇用により、以下のことが期待されます ※2頁目の事例もご参照ください。 

※１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。 

LL300124雇障02 



雇用する時 

●トライアル雇用助成金 
ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成金が支給されます。 
精神障害者の場合は、平成30年４月から試行雇用開始から３か月間は月額最大８万円、４か月目か
ら６か月目までは月額最大４万円に拡充予定です。（現行は３か月間、月額最大４万円） 
 

●特定求職者雇用開発助成金 
ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金が
支給されます。例えば、中小企業には240万円（助成期間３年）が支給されます。 

定着に向けて 

●ジョブコーチの派遣 
事業主に対して、働く障害者本人が力を発揮しやすい作業の提案や、障害特性を踏まえた仕事の教
え方などのアドバイスを行い、障害者の職場適応に向けた支援を行います。 

●精神・発達障害者しごとサポーター養成講座の開催 
企業の従業員が、精神障害についての基礎知識や、一緒に働くために必要な配慮などを１時間程度
で学ぶことができます。ハローワークから講師が事業所に出向く出前講座もあります。 

▶ 精神障害者が企業で活躍している事例 

 障害のある方ができない仕事はないと思っています。  事例１ 

＜精神障害者が従事している業務：事務＞ 

 グループ会社の事務代行・契約書管理・印刷関係など 

企業の担当者の声 

 採用当初は職域確保に苦労しましたが、１部門ずつ研修、説明、部門に即した業務の例示

を繰り返し行った結果、障害のある方に適した業務を確保しました。 

 当社には多くの仕事がありますが、障害のある方ができない仕事はないと思っています。

会社の工夫と本人のモチベーション次第で様々なことが実現でき、双方にメリットがありま

す。今では、障害のある方のためだけに新たな仕事を創る必要はないと感じています。 

 障害者雇用は、 

 自分たちの仕事を見直すことができる良い刺激です。  
事例２ 

＜精神障害者が従事している業務：接客＞ 

 喫茶店のホール・厨房・レジ業務 

企業の担当者の声 

 障害者雇用については、自分達の仕事を見直すことができる良い刺激になると考えていま

す。朝の挨拶で社員それぞれの調子が分かるのですが、例えば、自分の思いをあまり言葉に

しない社員に対しては、様子を見て声をかけるなどの対応をしています。日常的に何でも話

してもらうことが重要だと考えているので、社員同士で話し合ってもらうこともあります。 

▶ 各種支援策があります！ お近くのハローワークにお問合わせください 



職場の中で、精神障害、発達障害のある方々を温かく見守り、支援する応援者

である精神・発達障害者しごとサポーターを養成しませんか？ 

しごとサポーターポータルサイトを開設しました。 
受講者の声をはじめ、幅広い情報をご覧いただけます。 

しごとサポーター 検索 

◆内  容 ： ｢精神疾患（発達障害を含む）の種類」、「精神・発達障害の 

 （予 定）    特性」、｢共に働く上でのポイント（コミュニケーション方法）」 
       等について  
◆メリット ： 精神・発達障害についての基礎知識や一緒に働くために必要な 
       配慮などを短時間で学ぶことができます。 
 
◆講座時間 ： 90～120分程度（講義75分、質疑応答15～45分程度）を予定 
 
◆受講対象 ： 企業に雇用されている方であれば、どなたでも受講可能です。 

 
        

精神･発達障害者しごとサポーター養成講座の概要 

※ 今現在、障害のある方と一緒に働いているかどうか等は問いません。  

※ 講座の開催日程は、宮城労働局職業安定部職業対策課にお問い合わせください。 

※ 受講された方には、「精神・発達障害者しごとサポーターグッズ」を進呈予定です
（数に限りがあります）。 

事業所への出前講座も
あります 

ハローワークから講師が事業所に出向きます。また、精神・
発達障害者の雇用でお困りのことがあれば、精神保健福祉士
や臨床心理士の有資格者などに相談できます。 

 ▶ 精神障害者の就職は年々増加しています 

精神障害者の就職件数は右肩あがりとなっており、今や、身体障害者、知的障

害者よりも就職件数は多くなっています。 
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 ▶ 精神・発達障害者しごとサポーターを養成しませんか？ 



 ▶ 連絡先一覧 

障害者雇用についてお問い合わせの際は、事業所のお近くのハローワークにご連絡ください。 

 ▶参考資料 まずは精神障害者等の雇用について知りたい方へ 

精神障害者雇用に関するノウハウなど

をコミック形式でまとめています。 

発達障害者雇用に関するノウハウなど

をコミック形式でまとめています。 

精神障害者雇用に取り組んだ事例を 

動画にまとめています。 

発達障害者雇用に取り組んだ事例を 

動画にまとめています。 

労働局担当課 電話番号  郵便番号 住   所 

宮城労働局職業対策課 022-299-8062 983-8585 
 

仙台市宮城野区鉄砲町1 

  ハローワーク名 電話番号  郵便番号 住   所 

1 仙    台 022-299-8811 
 

983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-2-3 
仙台ＭＴビル3･4･5Ｆ 

2 大和出張所 022-345-2350 981-3626 黒川郡大和町吉岡南2-3-15 

3 石    巻 0225-95-0158 986-0832 石巻市泉町4-1-18 

4 塩    釜 022-362-3361 985-0001 塩釜市新浜町3-18-1 

5 古    川 0229-22-2305 989-6143 大崎市古川中里6-7-10 

6 大 河 原 0224-53-1042 989-1201 柴田郡大河原町大谷字町向126-4 
オーガ1Ｆ 

7 白石出張所 0224-25-3107 989-0229 白石市字銚子ヶ森37-8 

8 築     館 0228-22-2531 987-2252 栗原市築館薬師2-2-1 

9 迫 0220-22-8609 987-0511 登米市迫町佐沼字内町42-10 

10 気 仙 沼  0226-41-6720 988-0066 気仙沼市東新城1-7-1 



有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります 
～平成30年2月５日以降の有期労働契約の更新上限到来による離職の場合～ 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の皆様へ 

LL300131保01 

 有期労働契約の更新上限到来による離職の場合、離職証明書の記載にご留意ください  

 契約更新上限（通算契約期間や更新回数の上限を言います。）がある有期労働契約の上限が到来

したことにより離職された場合で、次の①～③のいずれかに該当する場合、離職証明書の「⑦離職
理由欄」は以下のとおりご記入をお願いします。 

採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられた方 ② 

採用当初はなかった契約更新上限がその後追加された方、又は不更新条項が追加された方 ① 

離職された方の給付内容に影響がありますので、適切な記載をお願いいたします。 

基準日※以後に締結された４年６か月以上５年以下の契約更新上限が到来した（定年後の
再雇用に関し定められた雇用期限の到来は除く。）ことにより離職された方。 
ただし、基準日※前から、同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に４年６か月以上
５年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。 
※改正労働契約法の公布日（平成24年８月10日） 

③ 

 上記①～③に該当する場合は、離職証明書の「⑦離職理由欄」は「３ 労働契約期間満了等に
よるもの」、「(１)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による
離職」を選択していただいた上で、便宜的に「（２）労働契約期間満了による離職」中の「１回
の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」に契約に係る事実関係を記載するとともに、最下部
の「具体的事情記載欄（事業主用）」にそれぞれ以下のとおり記入してください（※）。 

 また、採用当初の雇用契約書と最終
更新時の雇用契約書など、それぞれの
事情がわかる書類を添付してください。 

① 上限追加 

 
１ 上記に該当する場合の離職証明書記載例 

  上記①～③には該当しない「契約更新上限が到来したことにより離職された場合」は、従来
どおり、３ 労働契約期間満了等によるもの、(1)採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ
定められた雇用期限到来による離職 を選択してください。 

② 上限引下げ 

③ ４年６か月以上５年以下の上限 

⑦離職理由欄 
 事業主記入欄 
 ３ 労働契約期間満了等によるもの 
☑……(1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職  
☐……(2) 労働契約期間満了による離職  

⑦離職理由欄 
 事業主記入欄 
 ３ 労働契約期間満了等によるもの 
☑……(1) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職  
☐……(2) 労働契約期間満了による離職 
    ① 下記②以外の離職者 
    （１回の契約期間 12箇月、通算契約期間 48箇月、契約更新回数 ３回） 
 
 具体的事情記載欄（事業主用） 
 ①上限追加 

２ 上記に該当しない場合の離職票記載例 

※e-Govからの電子申請の場合（APIソフトからの申請を除く）、「（１）採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による
離職」を選択すると「（２）労働契約期間満了による離職」中の「１回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」が入力できないため、「具体的事
情記載欄（事業主用）」に「１回の契約期間、通算契約期間、契約更新回数」も記入してください。 



資格喪失者数

月末現在被保険者数

雇用保険適用状況

（パートタイムを含む）

紹介件数

就職件数

紹　介

関　係

就　職

関　係

うち常用

うち常用 87

▲ 19.9

▲ 3.1

7.4 3.6
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前月比（％） 前年同月比（％）
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項　　　　目

資格取得者数

一般職業紹介状況

項　　目

求
人
関
係

新規求人数

うち常用

有効求人数

うち４５歳以上

当　月

105
求
職
関
係

新規求職者数 219

有効求職者数 854

449

うち４５歳以上

▲ 0.3 1.2

215 50.3 ▲ 10.4

16,931

前月比（％）

16.5

▲ 1.3

（パートタイムを含む）

前年同月比（％）

▲ 0.2

▲ 22.1

15.4

▲ 9.3

▲ 21.6

雇用の動き（１月内容） 

29年 

1月 
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

30年 

1月 

取得者数 232 228 223 385 520 213 234 146 173 183 234 186 173

喪失者数 240 158 218 609 188 180 162 186 203 280 188 143 215

月末現在被保険者数 16,725 16,794 16,798 16,574 16,897 16,925 16,990 16,952 16,921 16,842 16,933 16,977 16,931
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